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！注意！
育児時短就業給付金の支給対象となる育児時短就業は、原

則週２０時間以上の所定労働時間への時短就業であることが
必要です。

また、令和７年４月以前からの時短勤務者は経過措置があ
ります（スライド25参照）。

※２０時間未満の時短勤務とする場合、育児時短就業に係る子が小学校の
始期に達するまでに１週間の所定労働時間が２０時間以上となる労働条件
に復帰することが前提です。詳細は、管轄の安定所にお問合せください。



育児休業給付

育児休業給付関係

出生後休業支援給付

育児時短就業給付

育児休業給付金

出生時育児休業給付金

出生後休業支援給付金

出生時育児休業、育児休業給付金
については、「雇用保険事務担当
者研修会」をご覧ください。

育児時短就業給付金
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（４） 育児時短就業給付金

ア 育児時短就業給付金の受給資格

・ 被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇被保険者を除く。）が2歳未満の子を養
育するため、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業を行うこと（１週間あたり
の所定労働日数を変更した結果、１週間あたりの所定労働時間が短縮される場合を含
む。）。

・ 初回育児時短就業の開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある（ない
場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある）完全月が12か月あるこ
と、または育児休業給付に係る育児休業終了後、引き続き育児時短就業を開始したこ
と（育児休業終了日と育児時短就業を開始する日が連続する場合のほか、育児休業終
了日と育児時短就業を開始する日の間が14日以内の場合を指す。）。

令和７年
４月改正
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POINT

育児時短就業給付金における育児時短就業とは、被保険者からの申出（その初日
及び末日とする日を明らかにするものをいう。）に基づき、 1週間あたりの所定労
働時間を短縮して就業を行うこと（１週間あたりの所定労働日数を変更した結果、
１週間あたりの所定労働時間が短縮される場合を含む。）により育児時短就業開始
日から、当該育児時短就業に係る子が2歳の誕生日の前々日までにあるものを言い
ます。

また、次のような場合も育児時短就業として取り扱えます。

・被保険者が労働基準法第67条に規定する育児時間を請求して、就業を行っていない時間がある場合

・フレックスタイム制の適用を受けている被保険者が、清算期間における総労働時間を短縮して、就
業する場合（総労働時間の短縮をせず、欠勤控除扱いする場合は、不可。）
・変形労働時間制の適用を受けている被保険者が、対象期間の総労働時間を短縮して就業する場合

※対象期間の総労働時間を短縮しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間
（いわゆる閑散期）は、育児時短就業として取り扱わない。

・裁量労働制の適用を受けている場合で、被保険者がみなし労働時間を短縮して就業する場合
・被保険者が子を養育するために、短時間正社員、パートタイム労働者等に転換したことに伴い、1週
間あたりの所定労働時間が短縮されている場合
・労働契約の締結時点では、労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割
や勤務シフト等において、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態（シフト制）で就
労する被保険者が、子を養育するために労働日や労働時間を短縮する場合

育児時短就業として認められるものとは？



5

育児時短就業終了日
育児休業
終了日

育児時短就業開
始日

育児時短就業

支給対象月１

育児休業

支給対象月２ 支給対象月３ 支給対象月N－１ 支給対象月N支給対象月４

イ 育児時短就業給付金の支給対象期間

育児時短就業を開始した日の属する暦月から、育児時短就業を終了した日の属する
暦月までです。

また、男性が育児時短就業を行う場合は、配偶者の出産予定日、または育児時短就
業に係る子の出生日のいずれか早い日の属する月から支給対象月とすることができま
す。

なお、出産した被保険者が産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求
により8週間を経過する前に産後休業を終了して、育児時短就業を行う場合であっても、
当該育児時短就業を開始した日の属する月から支給対象月となります。

※育児時短就業を終了した日の属する月に、他の子に係る育児時短就業を開始した日
が属する場合は、当該月は他の子にかかる育児時短就業給付の支給対象期間として
取り扱います。

この暦月から この暦月まで
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雇用保険被保険者
休業開始時賃金月
額証明書・所定労
働時間短縮開始時
賃金証明書
（以下「賃金証明
書」）
※育児休業終了日と育
児時短就業開始日の間
が14日以内の場合は不
要。

 ① 育児時短就業給付の受給資格確認の必要書類（受給資格確認のみ）

賃金台帳、タイムカー
ド（※照合省略の事業
主等は省略可能）

ウ 育児時短就業給付の提出書類

育児の事実、出産予定
日、及び出生日を確認
できる書類（母子健康
手帳等）
※初回育児時短就業の
開始が出産日以降とな
る場合、出産予定日の
確認できる書類の添付
は不要。

申請書
他
資
料

初回育児時短就業を開
始した日を確認できる
資料

本来の週所定労働時間
を確認できる資料

育児時短就業給付受給資格確認
票・（初回）育児時短就業給付
金支給申請書

通帳、キャッシュカー
ド（写し）（手書き作
成の場合）
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 ② 育児時短就業給付の受給資格確認の必要書類（受給資格確認と支給申請の同

時申請） 賃金台帳、タイムカー
ド（※照合省略の事業
主等は省略可能）

ウ 育児時短就業給付の提出書類

申請書

他
資
料

初回育児時短就業を開
始した日を確認できる
資料

本来の週所定労働時間
を確認できる資料

支給対象月の短縮後の
週所定労働時間を確認
できる資料

育児時短就業給付受給資格確認
票・（初回）育児時短就業給付
金支給申請書

雇用保険被保険者
休業開始時賃金月
額証明書・所定労
働時間短縮開始時
賃金証明書
（以下「賃金証明
書」）
※育児休業終了日と育
児時短就業開始日の間
が14日以内の場合は不
要。

通帳、キャッシュカー
ド（写し）（手書き作
成の場合）

育児の事実、出産予定
日、及び出生日を確認
できる書類（母子健康
手帳等）
※初回育児時短就業の
開始が出産日以降とな
る場合、出産予定日の
確認できる書類の添付
は不要。
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 ③ 育児時短就業給付の必要書類（受給資格確認済）

賃金台帳（※照合省略
の事業主等は省略可能）

支給対象月の短縮
後の週所定労働時
間を確認できる資
料

他
資
料

育児時短就業給付金支給申請書

支給対象月の短縮後の週所定労働時間を
確認できる資料については、２回目以降に
おいて、従前の支給対象月から週所定労働
時間の変更がない場合は省略可能（シフト
制の場合、支給対象月の短縮後の週所定労
働時間に変更がある場合、賃金に大幅な変
動がある場合等は、省略不可）
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補足１ 初回育児時短就業を開始した日を確認できる資料

出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児時短勤務申出書、育児時短勤務取扱通知
書等のことを指します。

これらの書類では、初回育児時短就業を開始した日の確認が難しい場合、育児時短就業
期間等に係る証明書を作成し、添付してください。

育児時短就業期間等に係る証明書

育児時短就業期間等に係る証明書の
作成においては、育児時短就業期間等
に係る証明書（別紙）週所定労働時間
算定補助シートをご使用ください。

掲載URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa
kunitsuite/bunya/0000135090_000
01.html

※育児時短就業期間等に係る証明書は、シフトで具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態の場合
やフレックスタイム制、変形労働時間制の場合に用います。

※照合省略の事業主等であっても出勤簿、タイムカードを初回育児時短就業を開始した日を確認できる資料と
する場合、出勤簿、タイムカードを省略することはできません。
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補足２ 本来の週所定労働時間を確認できる資料

出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、就業規則等のことを指します。
また、これらの書類では、本来の週所定労働時間を確認することができない場合は、育児時短

就業期間等に係る証明書を作成し、添付してください。
なお、フレックスタイム制の適用を受ける被保険者、変形労働時間制の適用を受ける被保険者、

または裁量労働制の適用を受ける被保険者については、労使協定書、労使委員会の決議内容及び
これらを労働基準監督署に届け出た場合はその届出書も併せて提出してください。

支給対象月の短縮後の週所定労働時間を確認できる資料補足３

出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書
等のことを指します。

また、これらの書類では、支給対象月の短縮後の週所定労働時間を確認することができない場
合は、育児時短就業期間等に係る証明書を作成し、添付してください。

なお、フレックスタイム制の適用を受ける被保険者、変形労働時間制の適用を受ける被保険者、
または裁量労働制の適用を受ける被保険者については、労使協定書、労使委員会の決議内容及び
これらを労働基準監督署に届け出た場合はその届出書も併せて提出してください。

※照合省略の事業主等であっても出勤簿、タイムカードを本来の週所定労働時間を確認できる資料とする
場合、出勤簿、タイムカードを省略することはできません。

※照合省略の事業主等であっても出勤簿、タイムカードを支給対象月の週所定労働時間を確認できる資料
とする場合、出勤簿、タイムカードを省略することはできません。
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補足４－１ 「育児時短就業期間等に係る証明書」の作成

転記

育児時短就業期間等に係る証明書
育児時短就業期間等に係る証明書

（別紙）週所定労働時間算定補助シート
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補足４－２ 育児時短就業期間等に係る証明書（別紙）週所定労働時間算定補助シート

シフト制の場合、育児時短就業を開始した日前６か月間
（育児時短就業開始時賃金日額（後述）の算定に用いる賃金
月）における実際の労働時間（法定労働時間（１日８時間、
１週間40時間又は44時間）を超えないものに限る。）を
「当該期間の暦日数÷７」で除したもの（分単位未満切り捨
て）により算定します。

支給申請する支給対象月の実際の労働時間等を入力
します（法定労働時間（１日８時間、１週間40時間又
は44時間）を超えないものに限る。） 。

フレックスタイム制、変形労働時間制を採用し
ている場合に入力をします。
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エ 育児時短就業給付金の支給単位

支給対象期間の暦月単位（１月、５月、12月等）での支給となります。

オ 育児時短就業給付金の各月の支給要件

・ 支給対象月において、月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること

・ 支給対象月に支払われた賃金が支給限度額未満であること

・ 月の初日から末日まで引き続いて、育児休業給付若しくは出生後休業支援給付
または介護休業給付の支給を受けていないこと

・ 支給対象月について高年齢雇用継続給付の支給を受けていないこと

参考：支給限度額（2025（令和７）年７月31日までの額） 459，000円
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注意 育児時短就業給付金の対象とならないケース

① 月の途中で離職し、被保険者資格を喪失した場合

被保険者資格は離職日の翌日に喪失するた
め、月の途中で離職した場合は、月の初日か
ら末日まで続けて被保険者であることの要件
を満たさず、離職した月（例①では３月）は
支給の対象となりません（前月までは支給の
対象です。）。

なお、月の末日に離職した場合は、離職し
た月も支給の対象となります。

② 週所定労働時間20時間未満の労働条件で転職した場合

当初より週所定労働時間が20時間未満の場
合であって、被保険者とならないときは、被
保険者であることの要件を満たさず、支給の
対象となりません。
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カ 育児時短就業給付金の各月の支給額

原則 支給額＝支給対象月に支払われた賃金額×10%

ただし、支給額は以下のとおり一定の限度が設けられています。
育児時短就業給付金の支給額支払われた賃金額

支給対象月に支払われた賃金額
×一定の割合で低減させた支給
率

育児時短就業開始時賃金月額の
90％超～100％未満

不支給育児時短就業開始時賃金月額の
100％以上

※対象月に支払われた賃金額と支給額の合計額が、支給限度額を超えるときは、支
給限度額から支給対象月に支払われた賃金を減じて得た額を支給。

※育児時短就業開始時賃金月額＝育児時短就業開始時賃金日額×30

※算定された育児時短就業給付金の額が最低限度額に相当する額以下の場合は、
不支給。

※最低限度額とは、賃金日額の下限額の80％の額（毎年8月１日に改定 ）。
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※賃金率（支払われた賃金額÷育児時短就業開始時賃金月額×100）、支給率
は、小数点以下第３位を四捨五入、小数点以下第２位まで算定し、支給額
は、小数点以下を切り捨てます。

育児時短就業開始時賃金月額と比較し
た支給対象月に支払われた賃金額の割合
（賃金率）に応じた支給率を、支給対象
月に支払われた賃金額に乗ずることによ
り育児時短就業給付金の支給額が分かり
ます。

支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90％超～100％未満の場合
の支給率早見表

POINT
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育児時短就業開始時賃金日額とは、原則として初回育児時短就業を開始した日からさか
のぼって、直近の完全な賃金月6か月の間に支払われた賃金（初回育児時短就業を開始し
た日前2年間に完全な賃金月が6か月に満たない場合は、初回育児時短就業を開始した日か
らさかのぼって、直近の賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上である完全な賃
金月6か月の間に支払われた賃金）を元に計算します（育児時短就業開始時賃金日額には、
上限額、下限額があります。）。

POINT 育児時短就業開始時賃金日額とは？

基礎日数が11日以上であり、賃
金締切日の翌日～賃金締切日まで
雇用保険の被保険者である６か月
の期間
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キ 支給申請手続きの流れ

原則として、2ヶ月ごとにまとめて支給申請することとしていますが、1ヵ月ごとに支給申請
を行うことも可能です。

原則として事業主から事業所の所在地を管轄する安定所へ支給申請を行います。

① 受給資格の確認
提出期限 初回の支給申請まで
提出書類 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書+

賃金証明書+他資料

③ 2回目以降の支給申請
提出期限 支給対象月の初日から起算して4か月以内
提出書類 育児時短就業給付金支給申請書+他資料

② 初回支給申請（受給資格確認と同時にすることも可能）
提出期限 最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内
提出書類 育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書＋賃金証

明書+他資料、または育児時短就業給付金支給申請書+他資料

受給資格確認と同
時申請の場合

受給資格確認後の
支給申請のみの申

請の場合
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育児時短就業終了日
育児休業
終了日

育児時短就業開始日

育児時短就業

支給対象月１

育児休業

支給対象月２ 支給対象月３ 支給対象月N－１ 支給対象月N支給対象月４

支給申請期限：最初の支給対象月の初日から起算して４か月以内

受給資格確認及び初回の支給申請をまとめて手続きをすることも可能です。
また、育児休業終了日と育児時短就業開始日の間が14日以内の場合、賃金証明

書は不要です。

POINT

育児休業終了日と育児時短就業開始日の間
が14日以内の場合、賃金証明書は不要。
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① 本来の週所定労働
時間欄
育児時短就業開始前に
適用されていた週所定
労働時間を記載する

② 育児休業に引き続
く時短就業欄
該当する場合に1を記

載する。この時賃金証
明書の添付は不要。

POINT 申請書の記載方法１（受給資格確認）

※支給対象月について、育児時短就業を行わない場合、その月については支給申請書を提出する必要はありません。
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POINT 変更前（本来）の週所定労働時間について

育児時短就業開始前にフレックスタイム制の適用を受けている場合等の育児時短就業給付受
給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書における本来の週所定労働時間の記
載は、以下のとおりです。

・ フレックスタイム制の適用を受けている被保険者については、清算期間中の１週間の平均
労働時間

・ 変形労働時間制の適用を受けている被保険者については、対象期間中の1週間の平均労働時
間

・ 裁量労働制の適用受けている被保険者については、「みなし労働時間」に5を乗じた時間

・ シフト制で就労する被保険者については、育児時短就業を開始した日前6か月間（育児時
短就業開始時賃金日額の算定に用いる賃金月をいう。）における実際の労働時間（法定労働
時間（１日８時間、１週間40時間又は44時間）を超えないものに限る。）を当該期間の週数

（当該期間の暦日数を7で除したもの）で除した時間（分単位未満を切り捨て）

・ 出産を機に短時間正社員として転職する場合など育児時短就業開始前後の事業主が異なる
場合については、離職時の週所定労働時間

タイムカード、就業規則、労働条件通知書等により確認を行います。
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① 週所定労働時間欄
支給対象月における1週

間の所定労働時間を記載し
てください。月内に1週間
の所定労働時間の変更が
あった場合は、最も短い所
定労働時間を記載してくだ
さい（シフト制の場合、支給
対象月における実際の労働時
間の週平均を記載します。）。

② 支払われた賃金欄
支給象月に支払われた賃

金（臨時の賃金及び3ヶ月
を超える期間ごとに支払わ
れる賃金を除く。）の額を
記載してください。賃金締
切日、賃金支払日及び通勤
手当に関する事項について
備考欄に記載してください。

POINT 申請書の記載方法２（支給申請）

※支給対象月について、育児時短就業を行わない場合、その月については支給申請書を提出する必要はありません。
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POINT 時短後の週所定労働時間について

育児時短就業開始前にフレックスタイム制の適用を受けている場合等の支給申請書における
時短後の週所定労働時間の記載は、以下のとおりです。

・ フレックスタイム制の適用を受けている被保険者については、時短後の清算期間中の１週
間の平均労働時間

・ 変形労働時間制の適用を受けている被保険者については、時短後の対象期間中の1週間の平
均労働時間

・ 裁量労働制の適用受けている被保険者については、時短後の「みなし労働時間」に5を乗
じた時間

・ シフト制で就労する被保険者については、支給対象月における実際の労働時間（法定労働
時間（１日８時間、１週間40時間又は44時間）を超えないものに限る。）を当該期間の週数
（当該期間の暦日数を7で除したもの）で除した時間（分単位未満を切り捨て）

・ 所定労働時間の変更等により一つの支給対象月において複数の週所定労働時間がある場合
は、最も短い時間

タイムカード、就業規則、労働条件通知書等により確認を行います。
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POINT 支払われた賃金額について

支給対象月に支払われた賃金額とは、当該支給対象月に支払われた賃金のみをいい、
当該支給対象月を対象とした賃金であっても、他の月に支払われた賃金は、当該支給
対象月の賃金として記載しません。

ただし、未払賃金がある場合は、当該未払額を含めて記載します。この未払額とは、
支払い義務の確定した賃金が、所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいい
ます。

また、労働協約等の改定に伴い、賃金が遡って引き上げられ過去の支給対象月にか
かる差額分が支払われた場合、これら差額分をさかのぼって、過去の支給対象月に再
配分せず、当該支給された月に支払った賃金として取り扱ってください。

なお、賃金算定の事由が、各月ごとに発生し、本来各月ごとに支払われるべきとこ
ろ、単に支払い事務の便宜等のため数ヶ月分一括して支払われる通勤手当等について
は、その通勤手当等の額を対象の月数で除した額を、支払いのあった月以降の各月に
割り振って計上して下さい。
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ク 育児時短就業給付金の経過措置

育児時短就業給付金は、令和７年４月１日以後に育児時短就業を開始した方が対
象となりますが、令和７年４月１日前より育児時短就業に相当する就業を行ってい
る方については、令和７年４月１日を育児時短就業を開始した日とみなして受給資
格、各月の支給要件を満たす場合は、令和７年４月以降の各月を支給対象月として
支給されます。

ただし、受給資格、各月の支給要件を満たす場合であっても、支給対象月に支払
われた賃金額が、令和７年４月１日を育児時短就業を開始した日とみなして算定さ
れた育児時短就業開始時賃金月額より低下していない支給対象月は不支給となりま
す。
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育児時短就業給金のQ＆A

A１ 育児時短就業給付金は、育児休業と異なり、取得回数や取
得理由の制限は設けられていないため、育児時短就業を行い、
育児時短就業給付金を受給した被保険者が、同一の子につい
て、2回目以降の育児時短就業を行う場合（本来の週所定労働
時間に復帰した後、同一の子について再度育児時短就業開始
する場合）も、支給要件に該当する限り、育児時短就業給付
金の対象となります。

この場合、改めて受給資格の確認を行う必要はありません。
また、育児時短就業をした期間のない月は、支給対象外の

ため、支給申請書は提出不要です。
新たに支給を受けようとする支給対象月の初日から記載し

て、4か月以内に必要な書類を添えて、前回の支給決定通知書
に添付された支給申請書を事業所の所在地を管轄する公共職
業安定所に提出してください。

同一の子について再度の育児時短就業は可能ですか？Q１
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育児時短就業給金のQ＆A

A２ 労働協約の締結や就業規則の変更等により被保険者に適用
される所定労働時間が一律に短縮されたことなどにより、本
来の週所定労働時間が変更された場合は、支給申請に併せて
本来の週所定労働時間を記載（申請書14欄）し、出勤簿、タ
イムカード、就業規則、労働条件通知書等を添付し提出して
ください。

本来の週所定労働時間に変更があった場合の取り扱いは？Q２

14欄に変更後の
時間を記載しま
す。


